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第 １ 章 総 則

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 訓 令 は 、 統 合 幕 僚 監 部 （ 以 下 「 幕 僚 監 部 」

と い う 。 ） の 内 部 組 織 に 関 し て 必 要 な 事 項 を 定 め る も

の と す る 。

（ 幹 部 自 衛 官 の 定 数 ）

第 ２ 条 幕 僚 監 部 に 置 か れ る 幹 部 自 衛 官 た る 陸 上 自 衛 官

、 海 上 自 衛 官 及 び 航 空 自 衛 官 の 数 は 、 原 則 と し て 同 数



と す る 。

第 ２ 章 総 務 部

（ 総 務 課 ）

第 ３ 条 総 務 課 に 、 次 の ２ 班 及 び ３ 室 を 置 く 。

総 務 班

渉 外 班

庶 務 室

連 絡 調 整 業 務 室

会 計 室

（ 総 務 班 ）

第 ４ 条 総 務 班 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。

( 1 ) 統 合 幕 僚 長 （ 以 下 「 幕 僚 長 」 と い う 。 ） 及 び 統 合

幕 僚 副 長 （ 以 下 「 幕 僚 副 長 」 と い う 。 ） の 官 印 並 び

に 幕 僚 監 部 印 の 保 管 に 関 す る こ と 。

( 2 ) 公 文 書 の 接 受 、 発 送 、 編 集 及 び 保 存 に 関 す る こ と 。

( 3 ) 文 書 の 審 査 （ 首 席 法 務 官 の 所 掌 に 属 す る も の を 除

く 。 ） に 関 す る こ と 。

( 4 ) 各 部 、 参 事 官 、 報 道 官 、 首 席 法 務 官 及 び 首 席 後 方



補 給 官 の 事 務 の 連 絡 調 整 に 関 す る こ と 。

( 5 ) 業 務 計 画 の 方 式 、 業 務 計 画 の 作 成 、 実 施 及 び 実 施

の 検 討 の 手 続 並 び に 業 務 計 画 の 実 施 の 検 討 に 関 す る

こ と 。

( 6 ) 隊 務 の 能 率 的 運 営 の 調 査 及 び 研 究 並 び に 隊 務 の 運

営 の 改 善 に 関 す る こ と 。

( 7 ) 統 計 に 関 す る こ と 。

( 8 ) 報 告 統 制 に 関 す る こ と 。

( 9 ) 監 察 に 関 す る こ と 。

( 1 0 ) 会 計 の 監 査 に 関 す る こ と 。

( 1 1 ) 秘 密 の 保 全 に 関 す る こ と 。

( 1 2 ) 情 報 の 公 開 に 関 す る こ と 。

( 1 3 ) 保 有 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る こ と 。

( 1 4 ) 幕 僚 監 部 史 の 編 さ ん に 関 す る こ と 。

( 1 5 ) 当 直 勤 務 に 関 す る こ と 。

( 1 6 ) 部 内 及 び 課 内 の 事 務 の 総 括 及 び 庶 務 に 関 す る こ と 。

( 1 7 ) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 幕 僚 監 部 の 所 掌 事 務

で 他 の 所 掌 に 属 し な い も の に 関 す る こ と 。



（ 渉 外 班 ）

第 ５ 条 渉 外 班 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。

( 1 ) 渉 外 に 関 す る こ と （ 連 絡 調 整 業 務 室 の 所 掌 に 属 す

る も の を 除 く 。 ） 。

( 2 ) 渡 航 事 務 に 関 す る こ と 。

（ 庶 務 室 ）

第 ６ 条 庶 務 室 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。

( 1 ) 幕 僚 長 、 幕 僚 副 長 及 び 総 括 官 の 庶 務 の 整 理 そ の 他

特 命 事 項 に 関 す る こ と 。

( 2 ) 幕 僚 副 長 の 行 う 幕 僚 監 部 の 部 務 の 整 理 の 補 助 に 関

す る こ と 。

( 3 ) 幕 僚 長 、 幕 僚 副 長 及 び 総 括 官 に 対 す る 文 書 の 進 達

に 関 す る こ と 。

（ 連 絡 調 整 業 務 室 ）

第 ７ 条 連 絡 調 整 業 務 室 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど

る 。

( 1 ) 行 動 に 関 す る 渉 外 に 関 す る こ と 。

( 2 ) 統 合 運 用 に よ る 円 滑 な 任 務 遂 行 を 図 る 見 地 か ら の



部 隊 の 訓 練 、 そ の 検 閲 及 び 演 習 に 関 す る 渉 外 に 関 す

る こ と 。

（ 会 計 室 ）

第 ８ 条 会 計 室 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。

( 1 ) 経 費 及 び 収 入 の 予 算 、 決 算 及 び 会 計 に 関 す る こ と 。

( 2 ) 物 品 及 び 役 務 の 調 達 に 関 す る 契 約 に 関 す る こ と 。

（ 人 事 教 育 課 ）

第 ９ 条 人 事 教 育 課 に 、 次 の ２ 班 及 び ２ 室 を 置 く 。

人 材 育 成 班

補 任 班

計 画 室

制 度 室

（ 人 材 育 成 班 ）

第 １ ０ 条 人 材 育 成 班 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。

( 1 ) 統 合 運 用 に よ る 円 滑 な 任 務 遂 行 を 図 る 見 地 か ら の

防 衛 及 び 警 備 に 関 す る 計 画 （ 教 育 に 係 る も の に 限 る 。

） に 関 す る こ と （ 制 度 室 の 所 掌 に 属 す る も の を 除 く 。

） 。



( 2 ) 行 動 の 計 画 に 関 し 必 要 な 教 育 訓 練 の 計 画 （ 運 用 第

３ 課 の 所 掌 に 属 す る も の を 除 く 。 ） に 関 す る こ と （

制 度 室 の 所 掌 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。

( 3 ) 統 合 幕 僚 学 校 に 関 す る こ と 。

( 4 ) 課 内 の 事 務 の 総 括 及 び 庶 務 に 関 す る こ と 。

（ 補 任 班 ）

第 １ １ 条 補 任 班 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。

( 1 ) 職 員 の 任 免 、 分 限 、 懲 戒 、 服 務 、 規 律 そ の 他

の 人 事 に 関 す る こ と （ 計 画 室 及 び 制 度 室 の 所 掌

に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。

( 2 ) 職 員 の 表 彰 に 関 す る こ と 。

（ 計 画 室 ）

第 １ １ 条 の ２ 計 画 室 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど

る 。

( 1 ) 行 動 の 計 画 に 関 し 必 要 な 職 員 の 人 事 及 び 補 充

の 計 画 に 関 す る こ と （ 制 度 室 の 所 掌 に 属 す る も

の を 除 く 。 ） 。

( 2 ) 前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 職 員 の 人 事 の 計 画



に 関 す る こ と （ 制 度 室 の 所 掌 に 属 す る も の を 除

く 。 ） 。

( 3 ) 職 員 の 給 与 に 関 す る こ と 。

( 4 ) 礼 式 、 服 制 、 旗 章 及 び 標 識 に 関 す る こ と 。

( 5 ) 職 員 の 災 害 補 償 に 関 す る こ と 。

( 6 ) 職 員 の 福 利 厚 生 に 関 す る こ と 。

（ 制 度 室 ）

第 １ １ 条 の ３ 制 度 室 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど

る 。

( 1 ) 職 員 の 人 事 及 び 教 育 に 関 す る 制 度 の 調 査 、 研 究

及 び 改 善 に 関 す る こ と 。

( 2 ) 捕 虜 等 の 取 扱 い に 関 す る 計 画 に 関 す る こ と 。

第 ３ 章 運 用 部

（ 運 用 第 １ 課 ）

第 １ ２ 条 運 用 第 １ 課 に 、 事 態 対 処 調 整 官 １ 人 を 置 く 。

２ 事 態 対 処 調 整 官 は 、 運 用 第 １ 課 長 の 命 を 受 け 、 運 用

第 １ 課 の 所 掌 事 務 を 整 理 す る 。

第 １ ３ 条 運 用 第 １ 課 に 、 次 の ２ 班 及 び ２ 室 を 置 く 。



総 括 班

防 衛 警 備 班

日 米 共 同 室

特 殊 作 戦 室

（ 総 括 班 ）

第 １ ４ 条 総 括 班 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。

( 1 ) 行 動 の 計 画 の 総 合 調 整 に 関 す る こ と 。

( 2 ) 国 民 の 保 護 の た め の 措 置 に 係 る 行 動 に 関 す る こ と 。

( 3 ) 部 内 及 び 課 内 の 事 務 の 総 括 及 び 庶 務 に 関 す る こ と 。

（ 防 衛 警 備 班 ）

第 １ ５ 条 防 衛 警 備 班 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 （ 第 １ 号 か ら

第 ３ 号 ま で に 規 定 す る 事 務 に あ っ て は 、 総 括 班 、 日 米

共 同 室 及 び 特 殊 作 戦 室 の 所 掌 に 属 す る も の を 除 く 。 ）

を つ か さ ど る 。

( 1 ) 武 力 攻 撃 事 態 等 及 び 存 立 危 機 事 態 に お け る 我 が 国

の 平 和 と 独 立 並 び に 国 及 び 国 民 の 安 全 の 確 保 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 １ ５ 年 法 律 第 ７ ９ 号 ） 第 ２ 条 第 ８ 号 に

規 定 す る 対 処 措 置 又 は 同 法 第 ２ ２ 条 第 ３ 項 に 規 定 す



る 緊 急 対 処 措 置 に 係 る 行 動 に 関 す る こ と 。

( 2 ) 重 要 影 響 事 態 に 際 し て 我 が 国 の 平 和 及 び 安 全 を 確

保 す る た め の 措 置 に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ １ 年 法 律 第

６ ０ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 対 応 措 置 に 係 る 行

動 に 関 す る こ と 。

( 3 ) 前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 命 令 に よ る 治 安 出 動

、 治 安 出 動 待 機 命 令 、 治 安 出 動 下 令 前 に 行 う 情 報 収

集 、 要 請 に よ る 治 安 出 動 、 自 衛 隊 の 施 設 等 の 警 護 出

動 、 海 上 に お け る 警 備 行 動 、 弾 道 ミ サ イ ル 等 に 対 す

る 破 壊 措 置 及 び 領 空 侵 犯 に 対 す る 措 置 に 係 る 行 動 に

関 す る こ と 。

( 4 ) 前 ３ 号 の 行 動 の 計 画 に 必 要 な 編 成 、 装 備 及 び 配 置

の 計 画 に 関 す る こ と 。

( 5 ) 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で の 行 動 の 計 画 に 関 し 必 要 な

教 育 訓 練 、 編 成 、 装 備 、 配 置 、 経 理 、 調 達 、 補 給 、

保 健 衛 生 、 職 員 の 人 事 及 び 補 充 、 通 信 、 電 波 の 使 用

、 整 備 、 輸 送 並 び に 施 設 の 計 画 に 関 す る 総 合 調 整 に

関 す る こ と 。



（ 日 米 共 同 室 ）

第 １ ６ 条 日 米 共 同 室 は 、 ア メ リ カ 合 衆 国 の 軍 隊 と の 共

同 対 処 行 動 に 関 す る 事 務 を つ か さ ど る 。

（ 特 殊 作 戦 室 ）

第 １ ７ 条 特 殊 作 戦 室 は 、 特 殊 作 戦 に 関 す る 事 務 を つ か

さ ど る 。

（ 運 用 第 ２ 課 ）

第 １ ８ 条 運 用 第 ２ 課 に 、 災 害 対 策 調 整 官 １ 人 及 び 国 際

地 域 調 整 官 １ 人 を 置 く 。

２ 災 害 対 策 調 整 官 は 、 運 用 第 ２ 課 長 の 命 を 受 け 、 運 用

第 ２ 課 の 所 掌 事 務 の う ち 、 災 害 派 遣 班 に 係 る も の 及 び

運 用 室 運 営 班 に 係 る も の （ 海 賊 対 処 行 動 、 在 外 邦 人 等

の 保 護 措 置 、 在 外 邦 人 等 の 輸 送 、 国 際 平 和 共 同 対 処 事

態 に お け る 対 応 措 置 、 国 際 平 和 協 力 活 動 、 南 極 地 域 観

測 に 対 す る 協 力 及 び 国 賓 等 の 輸 送 に 係 る も の を 除 く 。

） を 整 理 す る 。

３ 国 際 地 域 調 整 官 は 、 運 用 第 ２ 課 長 の 命 を 受 け 、 運 用

第 ２ 課 の 所 掌 事 務 の う ち 、 運 用 室 運 営 班 に 係 る も の （



海 賊 対 処 行 動 、 在 外 邦 人 等 の 保 護 措 置 、 在 外 邦 人 等 の

輸 送 、 国 際 平 和 共 同 対 処 事 態 に お け る 対 応 措 置 、 国 際

平 和 協 力 活 動 、 南 極 地 域 観 測 に 対 す る 協 力 及 び 国 賓 等

の 輸 送 に 係 る も の に 限 る 。 ） 及 び 国 際 協 力 室 に 係 る も

の を 整 理 す る 。

第 １ ９ 条 運 用 第 ２ 課 に 、 次 の ２ 班 及 び 国 際 協 力 室 を 置

く 。

災 害 派 遣 班

運 用 室 運 営 班

（ 災 害 派 遣 班 ）

第 ２ ０ 条 災 害 派 遣 班 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 （ 第 １ 号 及 び

第 ２ 号 に あ っ て は 、 運 用 室 運 営 班 の 所 掌 に 係 る も の を

除 く 。 ） を つ か さ ど る 。

( 1 ) 災 害 派 遣 、 地 震 防 災 派 遣 及 び 原 子 力 災 害 派 遣 に 係

る 行 動 に 関 す る こ と 。

( 2 ) 機 雷 そ の 他 の 爆 発 性 の 危 険 物 及 び 不 発 弾 そ の 他 の

火 薬 類 の 除 去 及 び 処 理 に 関 す る こ と 。

( 3 ) 第 １ 号 の 行 動 の 計 画 並 び に 前 号 の 除 去 及 び 処 理 に



関 す る 計 画 に 関 し 必 要 な 編 成 、 装 備 及 び 配 置 の 計 画

に 関 す る こ と 。

( 4 ) 第 １ 号 の 行 動 の 計 画 並 び に 第 ２ 号 の 除 去 及 び 処 理

に 関 す る 計 画 に 関 し 必 要 な 教 育 訓 練 、 編 成 、 装 備 、

配 置 、 経 理 、 調 達 、 補 給 、 保 健 衛 生 、 職 員 の 人 事 及

び 補 充 、 通 信 、 電 波 の 使 用 、 整 備 、 輸 送 並 び に 施 設

の 計 画 の 総 合 調 整 に 関 す る こ と 。

( 5 ) 課 内 の 事 務 の 総 括 及 び 庶 務 に 関 す る こ と 。

（ 運 用 室 運 営 班 ）

第 ２ １ 条 運 用 室 運 営 班 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど

る 。

( 1 ) 部 隊 の 運 用 状 況 の 把 握 に 関 す る こ と 。

( 2 ) 前 号 の 事 務 に 関 す る 関 係 部 局 及 び 機 関 と の 連 絡 調

整 に 関 す る こ と 。

（ 国 際 協 力 室 ）

第 ２ ２ 条 国 際 協 力 室 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。

( 1 ) 行 動 に 関 す る こ と （ 運 用 第 １ 課 、 災 害 派 遣 班 及 び

運 用 室 運 営 班 の 所 掌 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。



( 2 ) 前 号 の 行 動 の 計 画 に 関 し 必 要 な 編 成 、 装 備 及 び 配

置 の 計 画 に 関 す る こ と 。

( 3 ) 第 １ 号 の 行 動 の 計 画 に 関 し 必 要 な 教 育 訓 練 、 編 成

、 装 備 、 配 置 、 経 理 、 調 達 、 補 給 、 保 健 衛 生 、 職 員

の 人 事 及 び 補 充 、 通 信 、 電 波 の 使 用 、 整 備 、 輸 送 並

び に 施 設 の 計 画 の 総 合 調 整 に 関 す る こ と 。

（ 運 用 第 ３ 課 ）

第 ２ ３ 条 運 用 第 ３ 課 に 、 次 の ２ 班 を 置 く 。

訓 練 班

訓 練 評 価 ・ 支 援 班

（ 訓 練 班 ）

第 ２ ４ 条 訓 練 班 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。

( 1 ) 行 動 の 計 画 に 関 し 必 要 な 部 隊 の 訓 練 、 そ の 検 閲 及

び 演 習 に 関 す る こ と 。

( 2 ) 前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 統 合 運 用 に よ る 円 滑 な

任 務 遂 行 を 図 る 見 地 か ら の 部 隊 の 訓 練 、 そ の 検 閲 及

び 演 習 に 関 す る こ と （ 訓 練 評 価 ・ 支 援 班 の 所 掌 に 属

す る も の を 除 く 。 ） 。



( 3 ) 課 内 の 事 務 の 総 括 及 び 庶 務 に 関 す る こ と 。

（ 訓 練 評 価 ・ 支 援 班 ）

第 ２ ４ 条 の ２ 訓 練 評 価 ・ 支 援 班 は 、 前 条 第 ２ 号 の 部 隊

の 訓 練 、 そ の 検 閲 及 び 演 習 の 評 価 及 び 支 援 に 関 す る 事

務 を つ か さ ど る 。

第 ４ 章 防 衛 計 画 部

（ 防 衛 課 ）

第 ２ ５ 条 防 衛 課 に 、 防 衛 調 整 官 １ 人 を 置 く 。

２ 防 衛 調 整 官 は 、 防 衛 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 課 の 所 掌

事 務 を 整 理 す る 。

第 ２ ６ 条 防 衛 課 に 、 次 の ２ 班 を 置 く 。

防 衛 班

防 衛 交 流 班

（ 防 衛 班 ）

第 ２ ７ 条 防 衛 班 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。

( 1 ) 統 合 運 用 に よ る 円 滑 な 任 務 遂 行 を 図 る 見 地 か ら の

防 衛 及 び 警 備 に 関 す る 計 画 （ 人 事 教 育 課 、 防 衛 交 流

班 、 計 画 課 、 指 揮 通 信 シ ス テ ム 企 画 課 及 び 首 席 後 方



補 給 官 の 所 掌 に 属 す る も の を 除 く 。 ） に 関 す る こ と 。

( 2 ) 部 内 及 び 課 内 の 事 務 の 総 括 及 び 庶 務 に 関 す る こ と 。

（ 防 衛 交 流 班 ）

第 ２ ８ 条 防 衛 交 流 班 は 、 防 衛 の 分 野 に お け る 国 際 的 な

協 力 及 び 交 流 並 び に 軍 備 管 理 に 関 す る 事 務 を つ か さ ど

る 。

（ 計 画 課 ）

第 ２ ９ 条 計 画 課 に 、 次 の ２ 班 及 び ２ 室 を 置 く 。

統 合 装 備 体 系 班

業 務 計 画 班

統 合 防 衛 戦 略 室

分 析 室

（ 統 合 装 備 体 系 班 ）

第 ３ ０ 条 統 合 装 備 体 系 班 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ

ど る 。

( 1 ) 統 合 運 用 に よ る 円 滑 な 任 務 遂 行 を 図 る 見 地 か ら の

防 衛 及 び 警 備 に 関 す る 計 画 （ 中 長 期 的 な 防 衛 力 の 整

備 に 係 る も の に 限 る 。 ） に 必 要 な 装 備 体 系 の 研 究 に



関 す る こ と （ 指 揮 通 信 シ ス テ ム 企 画 課 の 所 掌 に 属 す

る も の を 除 く 。 ） 。

( 2 ) 課 内 の 事 務 の 総 括 及 び 庶 務 に 関 す る こ と 。

（ 業 務 計 画 班 ）

第 ３ １ 条 業 務 計 画 班 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。

( 1 ) 業 務 計 画 の 作 成 及 び そ の 実 施 の 調 整 に 関 す る こ と 。

( 2 ) 幕 僚 監 部 の 組 織 及 び 定 員 に 関 す る こ と 。

（ 統 合 防 衛 戦 略 室 ）

第 ３ １ 条 の ２ 統 合 防 衛 戦 略 室 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ

か さ ど る 。

( 1 ) 第 ３ ０ 条 第 １ 号 の 計 画 の 総 合 調 整 に 関 す る こ と 。

( 2 ) 第 ３ ０ 条 第 １ 号 の 計 画 に 関 す る こ と （ 統 合 装 備 体

系 班 、 分 析 室 、 指 揮 通 信 シ ス テ ム 企 画 課 及 び 首 席 後

方 補 給 官 の 所 掌 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。

（ 分 析 室 ）

第 ３ ２ 条 分 析 室 は 、 第 ３ ０ 条 第 １ 号 の 計 画 に 必 要 な 数

理 的 分 析 評 価 に 関 す る 事 務 を つ か さ ど る 。

第 ５ 章 指 揮 通 信 シ ス テ ム 部



（ 指 揮 通 信 シ ス テ ム 企 画 課 ）

第 ３ ２ 条 の ２ 指 揮 通 信 シ ス テ ム 企 画 課 に 、 宇 宙 ・ サ イ

バ ー ・ 電 磁 波 領 域 調 整 官 １ 人 を 置 く 。

２ 宇 宙 ・ サ イ バ ー ・ 電 磁 波 領 域 調 整 官 は 、 指 揮 通 信 シ

ス テ ム 企 画 課 長 の 命 を 受 け 、 指 揮 通 信 シ ス テ ム 企 画 課

の 所 掌 事 務 の う ち 、 電 磁 波 領 域 企 画 班 、 宇 宙 領 域 企 画

班 及 び サ イ バ ー 企 画 室 に 係 る も の を 整 理 す る 。

第 ３ ３ 条 指 揮 通 信 シ ス テ ム 企 画 課 に 、 次 の ４ 班 及 び ２

室 を 置 く 。

指 揮 通 信 シ ス テ ム 企 画 班

統 合 通 信 シ ス テ ム 研 究 班

電 磁 波 領 域 企 画 班

宇 宙 領 域 企 画 班

指 揮 通 信 シ ス テ ム 開 発 室

サ イ バ ー 企 画 室

（ 指 揮 通 信 シ ス テ ム 企 画 班 ）

第 ３ ４ 条 指 揮 通 信 シ ス テ ム 企 画 班 は 、 次 に 掲 げ る 事 務

を つ か さ ど る 。



( 1 ) 統 合 運 用 に よ る 円 滑 な 任 務 遂 行 を 図 る 見 地 か ら の

防 衛 及 び 警 備 に 関 す る 計 画 （ 指 揮 通 信 に 係 る も の に

限 る 。 次 条 、 第 ３ ５ 条 の ２ 第 １ 号 、 第 ３ ５ 条 の ３ 第

１ 号 、 第 ３ ６ 条 及 び 第 ３ ７ 条 第 １ 号 に お い て 単 に 「

計 画 」 と い う 。 ） に 関 す る こ と （ 統 合 通 信 シ ス テ ム

研 究 班 、 電 磁 波 領 域 企 画 班 、 宇 宙 領 域 企 画 班 、 指 揮

通 信 シ ス テ ム 開 発 室 及 び サ イ バ ー 企 画 室 の 所 掌 に 属

す る も の を 除 く 。 ） 。

( 2 ) 自 衛 隊 サ イ バ ー 防 衛 隊 の 管 理 に 関 す る 連 絡 に 関 す

る こ と 。

( 3 ) 部 内 及 び 課 内 の 事 務 の 総 括 及 び 庶 務 に 関 す る こ と 。

（ 統 合 通 信 シ ス テ ム 研 究 班 ）

第 ３ ５ 条 統 合 通 信 シ ス テ ム 研 究 班 は 、 次 に 掲 げ る 事 務

を つ か さ ど る 。

( 1 ) 計 画 （ 部 隊 の 編 成 及 び 装 備 に 係 る も の に 限 る 。 ）

に 関 す る こ と （ 電 磁 波 領 域 企 画 班 、 宇 宙 領 域 企 画 班

及 び サ イ バ ー 企 画 室 の 所 掌 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。

( 2 ) 計 画 に 必 要 な 装 備 体 系 の 研 究 に 関 す る こ と （ 電 磁



波 領 域 企 画 班 、 宇 宙 領 域 企 画 班 及 び サ イ バ ー 企 画 室

の 所 掌 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。

（ 電 磁 波 領 域 企 画 班 ）

第 ３ ５ 条 の ２ 電 磁 波 領 域 企 画 班 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を

つ か さ ど る 。

( 1 ) 計 画 （ 電 磁 波 に 関 す る 領 域 に 係 る も の に 限 る 。 ）

に 関 す る こ と 。

( 2 ) 前 号 の 計 画 に 必 要 な 装 備 体 系 の 研 究 に 関 す る こ と 。

（ 宇 宙 領 域 企 画 班 ）

第 ３ ５ 条 の ３ 宇 宙 領 域 企 画 班 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ

か さ ど る 。

( 1 ) 計 画 （ 宇 宙 に 関 す る 領 域 に 係 る も の 及 び 衛 星 通 信

に 係 る も の に 限 る 。 ） に 関 す る こ と 。

( 2 ) 前 号 の 計 画 に 必 要 な 装 備 体 系 の 研 究 に 関 す る こ と 。

（ 指 揮 通 信 シ ス テ ム 開 発 室 ）

第 ３ ６ 条 指 揮 通 信 シ ス テ ム 開 発 室 は 、 計 画 に 関 し 必

要 な 装 備 品 等 の 開 発 に 関 す る 事 務 （ サ イ バ ー 企 画 室

の 所 掌 に 属 す る も の を 除 く 。 ） を つ か さ ど る 。



（ サ イ バ ー 企 画 室 ）

第 ３ ７ 条 サ イ バ ー 企 画 室 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ

ど る 。

( 1 ) 計 画 （ サ イ バ ー に 関 す る 領 域 に 係 る も の に 限 る 。

） に 関 す る こ と 。

( 2 ) 前 号 の 計 画 に 必 要 な 装 備 体 系 の 研 究 に 関 す る こ と 。

（ 指 揮 通 信 シ ス テ ム 運 用 課 ）

第 ３ ８ 条 指 揮 通 信 シ ス テ ム 運 用 課 に 、 次 の ３ 班 を 置 く 。

指 揮 通 信 シ ス テ ム 運 用 班

通 信 基 盤 維 持 管 理 班

指 揮 通 信 シ ス テ ム 保 全 班

（ 指 揮 通 信 シ ス テ ム 運 用 班 ）

第 ３ ９ 条 指 揮 通 信 シ ス テ ム 運 用 班 は 、 次 に 掲 げ る 事 務

を つ か さ ど る 。

( 1 ) 行 動 の 計 画 に 関 し 必 要 な 通 信 の 計 画 及 び 監 理 並 び

に 電 波 の 使 用 計 画 及 び 監 理 に 関 す る こ と （ 通 信 基 盤

維 持 管 理 班 の 所 掌 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。

( 2 ) 統 合 運 用 に よ る 円 滑 な 任 務 遂 行 を 図 る 見 地 か ら の



部 隊 の 訓 練 、 そ の 検 閲 及 び 演 習 の 計 画 に 関 し 必 要 な

通 信 の 計 画 及 び 監 理 並 び に 電 波 の 使 用 計 画 及 び 監 理

に 関 す る こ と 。

( 3 ) 課 内 の 事 務 の 総 括 及 び 庶 務 に 関 す る こ と 。

（ 通 信 基 盤 維 持 管 理 班 ）

第 ３ ９ 条 の ２ 通 信 基 盤 維 持 管 理 班 は 、 行 動 の 計 画 に

関 し 必 要 な 通 信 の 計 画 及 び 監 理 に 関 す る 通 信 基 盤 の

維 持 及 び 管 理 に 関 す る 事 務 を つ か さ ど る 。

（ 指 揮 通 信 シ ス テ ム 保 全 班 ）

第 ４ ０ 条 指 揮 通 信 シ ス テ ム 保 全 班 は 、 陸 上 自 衛 隊 、 海

上 自 衛 隊 及 び 航 空 自 衛 隊 に 共 通 す る 暗 号 に 関 す る 事 務

を つ か さ ど る 。

第 ５ 章 の ２ 参 事 官

（ 首 席 参 事 官 ）

第 ４ ０ 条 の ２ 参 事 官 の う ち 統 合 幕 僚 監 部 総 括 官 及 び 参

事 官 の 職 務 等 に 関 す る 訓 令 （ 平 成 ２ ７ 年 防 衛 省 訓 令 第

３ ３ 号 。 次 項 に お い て 「 訓 令 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 第 ２

項 に 規 定 す る 首 席 参 事 官 （ 以 下 単 に 「 首 席 参 事 官 」 と



い う 。 ） の 下 に 、 運 用 調 整 官 １ 人 、 計 画 調 整 官 １ 人 及

び 企 画 官 １ 人 を 置 く 。

２ 運 用 調 整 官 は 、 事 務 官 を も っ て 充 て る こ と と し 、 首

席 参 事 官 の 命 を 受 け 、 訓 令 第 ２ 条 第 １ 項 及 び 第 ３ 項 に

規 定 す る 職 務 （ 以 下 「 参 事 官 の 職 務 」 と い う 。 ） に 関

す る 事 務 を 整 理 す る 。

３ 計 画 調 整 官 は 、 自 衛 官 を も っ て 充 て る こ と と し 、 首

席 参 事 官 の 命 を 受 け 、 参 事 官 の 職 務 に 関 す る 事 務 を 整

理 す る 。

４ 企 画 官 は 、 事 務 官 を も っ て 充 て る こ と と し 、 首 席 参

事 官 の 命 を 受 け 、 参 事 官 の 職 務 に 関 す る 事 務 の う ち 重

要 な 事 項 に つ い て の 企 画 及 び 立 案 に 参 画 す る 。

第 ４ ０ 条 の ３ 首 席 参 事 官 の 下 に 、 次 の ４ 班 を 置 く 。

総 括 班

国 内 運 用 班

国 外 運 用 班

定 時 報 告 管 理 班

（ 総 括 班 ）



第 ４ ０ 条 の ４ 総 括 班 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。

( 1 ) 参 事 官 の 職 務 の う ち 主 と し て 部 隊 運 用 の 全 般 に 関

す る 事 務 に 係 る 方 針 及 び 計 画 の 立 案 に 参 画 し 、 関 係

事 務 に 関 し 必 要 な 調 整 を 行 う こ と 。

( 2 ) 参 事 官 の 職 務 に 関 す る 総 合 調 整 に 関 す る こ と 。

( 3 ) 参 事 官 の 職 務 の 総 括 及 び 庶 務 に 関 す る こ と 。

（ 国 内 運 用 班 ）

第 ４ ０ 条 の ５ 国 内 運 用 班 は 、 参 事 官 の 職 務 の う ち 主 と

し て 国 内 に お け る 部 隊 運 用 に 関 す る 事 務 （ 定 時 報 告 管

理 班 及 び 災 害 派 遣 ・ 国 民 保 護 班 の 所 掌 に 属 す る も の を

除 く 。 ） に 係 る 方 針 及 び 計 画 の 立 案 に 参 画 し 、 関 係 事

務 に 関 し 必 要 な 調 整 を 行 う 。

（ 国 外 運 用 班 ）

第 ４ ０ 条 の ６ 国 外 運 用 班 は 、 参 事 官 の 職 務 の う ち 主 と

し て 国 外 に お け る 部 隊 運 用 に 関 す る 事 務 （ 定 時 報 告 管

理 班 及 び 災 害 派 遣 ・ 国 民 保 護 班 の 所 掌 に 属 す る も の を

除 く 。 ） に 係 る 方 針 及 び 計 画 の 立 案 に 参 画 し 、 関 係 事

務 に 関 し 必 要 な 調 整 を 行 う 。



（ 定 時 報 告 管 理 班 ）

第 ４ ０ 条 の ７ 定 時 報 告 管 理 班 は 、 行 動 命 令 に 基 づ き 活

動 す る 自 衛 隊 の 部 隊 等 が 作 成 し た 上 級 部 隊 （ 司 令 部 を

含 む 。 ） へ の 定 時 報 告 で あ っ て 、 防 衛 大 臣 又 は 上 級 部

隊 の 指 揮 官 の 判 断 に 資 す る も の の 一 元 的 な 管 理 に 関 す

る 事 務 を つ か さ ど る 。

（ 首 席 参 事 官 以 外 の 参 事 官 ）

第 ４ ０ 条 の ８ 首 席 参 事 官 以 外 の 参 事 官 の 下 に 、 企 画 官

１ 人 を 置 く 。

２ 企 画 官 は 、 事 務 官 を も っ て 充 て る こ と と し 、 首 席 参

事 官 以 外 の 参 事 官 の 命 を 受 け 、 参 事 官 の 職 務 に 関 す る

事 務 の う ち 重 要 な 事 項 に つ い て の 企 画 及 び 立 案 に 参 画

す る 。

第 ４ ０ 条 の ９ 首 席 参 事 官 以 外 の 参 事 官 の 下 に 、 災 害 派

遣 ・ 国 民 保 護 班 を 置 く 。

（ 災 害 派 遣 ・ 国 民 保 護 班 ）

第 ４ ０ 条 の １ ０ 災 害 派 遣 ・ 国 民 保 護 班 は 、 参 事 官 の 職

務 の う ち 主 と し て 災 害 派 遣 及 び 国 民 保 護 の 際 の 部 隊 運



用 に 関 す る 事 務 （ 定 時 報 告 管 理 班 の 所 掌 に 属 す る も の

を 除 く 。 ） に 係 る 方 針 及 び 計 画 の 立 案 に 参 画 し 、 関 係

事 務 に 関 し 必 要 な 調 整 を 行 う 。

第 ６ 章 総 括 副 報 道 官 及 び 副 報 道 官

（ 総 括 副 報 道 官 及 び 副 報 道 官 ）

第 ４ １ 条 報 道 官 の 事 務 を 行 う た め 、 総 括 副 報 道 官 １ 人

及 び 別 に 定 め る 数 の 副 報 道 官 を 置 く 。

２ 総 括 副 報 道 官 は 、 報 道 官 の 命 を 受 け 、 副 報 道 官 の 事

務 を 調 整 及 び 整 理 す る と と も に 、 報 道 官 を 助 け 、 報 道

官 に 事 故 が あ る と き 、 又 は 報 道 官 が 欠 け た と き は 、 そ

の 職 務 を 行 う 。

３ 副 報 道 官 は 、 報 道 官 の 命 を 受 け 、 報 道 関 係 者 に 対 す

る 広 報 に 関 す る 事 務 を つ か さ ど る 。

第 ７ 章 法 務 官 及 び 法 務 班

（ 法 務 官 及 び 法 務 班 ）

第 ４ ２ 条 首 席 法 務 官 の 事 務 を 行 う た め 、 法 務 官 ３ 人 及

び 法 務 班 を 置 く 。

２ 法 務 官 は 、 首 席 法 務 官 の 命 を 受 け 、 別 表 の 左 欄 に 掲



げ る 担 当 の 区 分 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る

事 務 の う ち 重 要 な 事 項 に 係 る も の を つ か さ ど る 。

３ 法 務 班 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。

( 1 ) 訴 訟 、 損 害 賠 償 及 び 損 失 補 償 に 関 す る こ と 。

( 2 ) 例 規 案 そ の 他 特 に 命 ぜ ら れ た 重 要 な 文 書 の 審 査 に

関 す る こ と 。

( 3 ) 法 令 の 調 査 及 び 研 究 に 関 す る こ と （ 法 務 官 の 所 掌

に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。

第 ８ 章 後 方 補 給 官 及 び 後 方 補 給 室

（ 後 方 補 給 官 及 び 後 方 補 給 室 ）

第 ４ ３ 条 首 席 後 方 補 給 官 の 事 務 を 行 う た め 、 後 方 補 給

官 ３ 人 及 び 後 方 補 給 室 を 置 く 。

２ 後 方 補 給 官 は 、 そ れ ぞ れ 次 に 掲 げ る 事 務 の う ち 重 要

な 事 項 に 係 る も の を つ か さ ど る 。

( 1 ) 調 達 、 補 給 、 整 備 及 び 施 設 に 関 す る こ と 。

( 2 ) 保 健 衛 生 に 関 す る こ と 。

( 3 ) 輸 送 に 関 す る こ と 。

３ 後 方 補 給 室 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 （ 後 方 補 給 官 の 所 掌



に 属 す る も の を 除 く 。 ） を つ か さ ど る 。

( 1 ) 統 合 運 用 に よ る 円 滑 な 任 務 遂 行 を 図 る 見 地 か ら の

防 衛 及 び 警 備 に 関 す る 計 画 （ 調 達 、 補 給 、 保 健 衛 生

、 整 備 、 輸 送 及 び 施 設 に 係 る も の に 限 る 。 ） に 関 す

る こ と 。

( 2 ) 行 動 に 関 し 必 要 な 調 達 、 補 給 、 保 健 衛 生 、 整 備 、

輸 送 及 び 施 設 の 計 画 に 関 す る こ と 。

第 ９ 章 雑 則

（ カ ウ ン タ ー イ ン テ リ ジ ェ ン ス 室 ）

第 ４ ４ 条 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 務 を 行 う た め 、 幕 僚 長 の

定 め る 部 若 し く は 課 又 は 参 事 官 、 報 道 官 、 首 席 法 務 官

若 し く は 首 席 後 方 補 給 官 の 下 に 、 カ ウ ン タ ー イ ン テ リ

ジ ェ ン ス 室 を 置 く 。

( 1 ) 自 衛 隊 情 報 保 全 隊 の 運 営 の 基 本 方 針 に 関 す る こ と 。

( 2 ) カ ウ ン タ ー イ ン テ リ ジ ェ ン ス に 資 す る 情 報 に 係 る

自 衛 隊 情 報 保 全 隊 の 隊 務 に 関 す る こ と 。

（ 室 長 及 び 班 長 ）

第 ４ ５ 条 室 に 室 長 を 、 班 に 班 長 を 置 く 。



２ 部 の 室 長 は 部 長 の 命 を 受 け 、 課 の 室 長 又 は 班 長 は 課

長 の 命 を 受 け 、 参 事 官 の 下 の 班 長 は 参 事 官 の 、 報 道 官

の 下 の 室 長 は 報 道 官 の 、 首 席 法 務 官 の 下 の 室 長 又 は 法

務 班 長 は 首 席 法 務 官 の 、 後 方 補 給 室 長 又 は 首 席 後 方 補

給 官 の 下 の 室 長 は 首 席 後 方 補 給 官 の 命 を 受 け 、 室 務 又

は 班 務 を 掌 理 す る 。

（ 委 任 事 項 ）

第 ４ ６ 条 こ の 訓 令 に 定 め る も の の ほ か 、 幕 僚 監 部 の 内

部 組 織 の 細 部 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 幕 僚 長 が 定 め る も

の と す る 。

附 則

１ こ の 訓 令 は 、 平 成 １ ８ 年 ３ 月 ２ ７ 日 か ら 施 行 す る 。

２ 統 合 幕 僚 会 議 事 務 局 の 内 部 組 織 に 関 す る 訓 令 （ 昭 和

６ ０ 年 防 衛 庁 訓 令 第 ４ ３ 号 ） は 、 廃 止 す る 。

附 則 （ 平成２１年７月２９日省訓第４８号 ）

こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ １ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平成２２年３月２５日省訓第８号 ）

こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ２ 年 ３ 月 ２ ６ 日 か ら 施 行 す る 。



附 則 （ 平成２３年３月２３日省訓第１０号 ）

こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ３ 年 ３ 月 ２ ８ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平成２４年７月２７日省訓第２８号 ）

こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ４ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平成２５年５月１６日省訓第３７号 ）

こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ５ 年 ５ 月 １ ６ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平成２６年３月２４日省訓第１０号 ）

こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ ６ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平成２７年１０月１日省訓第３９号 ） （ 抄 ）

こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ７ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平成２８年３月２９日省訓第１８号 ） （ 抄 ）

こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ８ 年 ３ 月 ２ ９ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平成２９年３月２４日省訓第９号 ）

こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ２ ７ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平成３０年３月２６日省訓第１５号 ） （ 抄 ）

こ の 訓 令 は 、 平 成 ３ ０ 年 ３ 月 ２ ７ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平成３０年３月３０日省訓第２６号 ） （ 抄 ）

こ の 訓 令 は 、 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。



附 則 （ 平成３１年３月２９日省訓第１８号 ）

こ の 訓 令 は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 令和２年３月２５日省訓第１４号 ）

こ の 訓 令 は 、 令 和 ２ 年 ３ 月 ２ ６ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 令和３年３月１６日省訓第９号 ）

こ の 訓 令 は 、 令 和 ３ 年 ３ 月 １ ８ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 令和３年３月３１日省訓第１８号 ）

こ の 訓 令 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 令和４年３月１５日省訓第１０号 ） （ 抄 ）

こ の 訓 令 は 、 令 和 ４ 年 ３ 月 １ ７ 日 か ら 施 行 す る 。



別 表 （ 第 ４ ２ 条 関 係 ）

担 当 所 掌 事 務

国 際 法 法 令 の 調 査 及 び 研 究 に 関 す る 事 務

の う ち 、 行 動 に 関 し 必 要 な 国 際 の 法

規 及 び 慣 例 そ の 他 首 席 法 務 官 の 命 じ

た 事 項 に 関 す る こ と 。

国 内 法 法 令 の 調 査 及 び 研 究 に 関 す る 事 務

に 関 す る こ と （ 他 の 法 務 官 の 所 掌 に

属 す る も の を 除 く 。 ） 。

民 生 ・ 国 際 法 令 の 調 査 及 び 研 究 に 関 す る 事 務

協 力 の う ち 、 国 民 保 護 等 派 遣 、 災 害 派 遣

、 地 震 防 災 派 遣 、 原 子 力 災 害 派 遣 、

国 際 緊 急 援 助 活 動 及 び 国 際 平 和 協 力

業 務 そ の 他 首 席 法 務 官 の 命 じ た 事 項

に 関 す る こ と 。


